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＊数字は証券の決済価額
（受払代金）の仮設例 

＜参加者 Cと Xは乙を決済
銀行として指定＞ 
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（別紙１） 

＜参加者 Bと Zは自身の日銀当座勘定口座により決済＞ 
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リ ス ク 管 理 の 概 要              
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     差引支払限度額    

証券を一旦子会社ＤＶＰ口座に

おいて留保することなどにより、

各参加者の差引支払額以上の価

値の資産を確保する。 

 

最終資金決済において不履行が

生じた場合に備えて、十分な資金

流動性の確保を図る。 

 

資金流動性の不足を回避するた

め、参加者の差引支払額に上限を

設ける。 

各参加者の差引支

払額の実績に応じ

た負担 

資金決済不履行参

加者の確保資産を
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元本リスクの 
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（別紙３） 
差引支払額と差引受取額 

＜差引支払額＞ 
（例）参加者 A につき、取引イによる証券受領（決済価額
５）及び取引ロによる証券引渡し（決済価額３）の
DVP振替が行われた。 
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（例）参加者 B につき、取引ハによる証券受領（決済価額
４）及び取引ニによる証券引渡し（決済価額７）の
DVP振替が行われた。 
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（別紙４） 

差引支払限度額、参加者基金及び銀行与信枠等の規模のイメージ 
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※1）資金流動性の総額は、各参加者の差引支払限度額のうち最大のもの（上図ではＡ社）を上回るように設定する。 
※2）参加者基金総額は、一定の範囲の参加者決済額をカバーできる水準として設定する。 
※3）差引支払限度額は、実績値に 1から 2までの所定の係数（実績値が大きい参加者ほど 1に近い）を乗じて設定する。 
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（別紙５） 

（取引所ＤＶＰに係る振替・現行） 
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（別紙６） 
決済プロセスの概要（資金決済不履行時の対応を含む） 
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余裕値（確保資産）

等の振替実行条件

を満たしたか。 

＜証券振替＞ 

渡方参加者→子会社 

当日中の資金払

込参加者の資金

決済履行が確保

されたか。 

＜資金振替＞（注） 
資金払込参加者→子会社 
子会社→資金受入参加者 

＜証券振替＞ 
子会社→受方参加者 

 

資金の供給（参加者基金又は銀行借入れ）
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の資金支払→当日の決済完了 
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 利用の場合> 
銀行借入れ 
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（注）本図表では、資金

振替について、渡方参

加者自身が資金受入参

加者に、受方参加者自

身が資金払込参加者に

なっているケースを示

している。 
※翌営業日の所定の時刻までに不履行参加者

が弁済できる見込みがないと認める相当の理

由がある場合には、決済日当日に確保資産の処

分を行うことがある。 
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 参加者口座（区分管理証券を除く）及び子会社ＤＶＰ口座（振替対象外の担保指定証券を除く）の残高全体につ

いて、参加者が振替及び交付の対象とならない残高（保留残高）として指定した数量を上回る部分の有価証券は、

振替請求及び交付請求等の対象残高となる。 
 

（2） 振替対象外残高 
 参加者は、参加者口座（区分管理証券を除く）及び子会社ＤＶＰ口座（振替対象外の担保指定証券を除く）の残

高全体について、数量指定をすることにより、保留残高を確保することができる。現に参加者口座及び子会社ＤＶ

Ｐ口座にある残高以上の数量を指定した場合には、他の口座からの振替及び単純預託によって受け入れる有価証券

は、指定数量に達するまで保留残高に算入される。区分管理口の残高及び保留残高は振替対象外残高となる。  
 
３．口座振替及び交付等の充当順序 
 他の口座への振替及び交付、並びに区分管理口への振替については、振替対象残高の範囲内で、①参加者口座（フリ

ー口）内の証券、②受入予定証券、③担保指定証券（振替対象）の順に充当する。対象となる振替対象残高が振替請求

等の数量に満たない場合、又は当該振替請求等が余裕値の条件を満たさない場合は、当該振替請求等は再試行の対象と

なる。 
 

以  上 
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＜内 容＞ 

 

① 参加者口座及び子会社ＤＶＰ口座内の証券を区分管理口に振り替えることにより、非確保資産として振替（渡し）・交付

に充てないよう凍結することができる（区分管理証券）機能を設けることとする。この場合の充当順序は、（1）参加者

口座内の証券（2）受入予定証券（3）担保指定証券（振替対象）の順とする（参加者が指定することはできない）こと

とし、後２者については余裕値の条件を満たす場合のみ実行されることとする（図中Ｂ1～Ｂ３）。 

 

② 参加者口座（区分管理口を除く。以下同じ。）及び子会社ＤＶＰ口座（振替対象外の担保指定証券を除く）※に対して振

替（渡し）・交付の対象としない残高を数量指定することができる機能（保留残高指定機能）を設けることとする（Ｃ）。 

  また、参加者口座及び子会社ＤＶＰ口座の残高が指定数量に満たない場合には、他の口座からの振替（受け）等により

発生する残高は、当該指定数量に達するまで振替（渡し）・交付の対象としない残高として取り扱うこととする。 

※参加者口座、子会社ＤＶＰ口座ごとに数量を指定することはできない。 

 

③ 当日受入証券については、一般振替ＤＶＰ分は受入予定証券として子会社ＤＶＰ口座に記帳される※ことになるが、一

般振替フリー及び取引所ＤＶＰ分は参加者口座に記帳されることとする（Ａ２・Ａ３）。 

  ※資金決済終了後に、子会社ＤＶＰ口座内の受入予定証券はすべて参加者口座に記帳される。 

 

④ 担保指定証券の指定は、子会社ＤＶＰ口座を受方とした参加者口座からの口座振替（Ｆ１・Ｆ２）と同様の方法により

行うこととする。 

 

⑤ 担保指定証券及び受入予定証券は、余裕値の条件を満たす場合に限り、日中随時、子会社ＤＶＰ口座から参加者口座に

振り替える※ことができることとする（Ｅ１・Ｅ２）。 

※確保資産から除外することを意味する。 

  

⑥ 交付については、参加者口座内の証券、受入予定証券及び担保指定証券（振替対象）を対象として行うこととする。ま




